
く現行1

び原料に由来する感染のリスク等について特段の注意を払う必要があることを

改めて認識し,真に必要な場合に限って血液製剤を使用するなど,適切かつ適正

な使用を-層推進する必要があるoこれは国内自給及び安定供給の確保の観点か

らも重要であるo

このため,医療機関において,血液製剤の管理体制を整傭し-血液製剤の使用

状況を正確に把握する等,血液製剤の適正な使用を推進する必要があるo

以上のことから,国は,血液製剤の適切かつ適正な使用を推進するため,血液

製剤の適正使用や輸血療法の実施等に関する指針の普及を図るものとするoまた,

医療機関における血液製剤の使用状況について定期的に評価を行うなどl更に適

正使用を促進するための方策を講ずるこpととするo

4 公正かつ透明な実施体制の確保

国,地方公共団体l採血事業者,奥造販売業者等,医療関係者など血液事業に

圃わる者は,p献血者の善意にこたえ,国民の理解と協力を得ることができるようp-

血液事業に係る施策の策定及び実施に当たり-血液製剤の安全性や供給の状況等
につきl十分な情報を公開する必要がある.これはl献血を推進してVlくために

も重要であるo

以上のことから,国はl血液事業に係る施策の策定及び実硬に当たりl公正か

.っ透明な審義を確保す畠ものとす.るム

二 血液製剤代替医薬品の取扱い

用法ー効能及び効呆について血液製剤と代替性がある医薬晶く以下r血液製剤

代替医薬晶JとV-うo Jについても,その安全性の確保及び向上が必要であるD

また,血液製剤代替医薬品は,安定供給を確保するため1計画的に製造及び供1
給が行われる必要があるo

さらに,当該医薬品についてもlそれぞれの患者に応じ適切にlまた適正に使

用されることが求められるo

三 国民の理解と参加

国民-人二人が,献血に由来する血液製剤を即1た医療が必要に応じ行われる

.ことによって生命と健康が守られるとv-うことを理解し-積極的に献血を行うこ

と等を通じ,国民が今後の血液事業の健全な展開に参加することが期待されるo

このためl血液事襲に関わる郵ま-国民に対し,血液事業や血液製剤を用いた
医療に関する情報の積極的な提供に努めることが必要であるo.

血液製剤及び血液製剤代脊医薬晶の需給動向を勘案しつつ,それらの中期的な需給

の見通しとして,平成二十年度までの今後五年間の状況について考察するo
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